
資料「２」 

働くパパママ育休取得応援奨励金（働くママコー

ス） 

奨励金の内容【働くママコース】 

概要 

（公財）東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に１年以上の育児休業を取得させ、 

就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。 

 

 2021（令和３）年１月１日より施行規則改正により、時間単位での取得が可能に

なる。子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取

得することができす。 
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申請手順 

STEP1：チェック 

すべてにチェックがついたら、手引き・申請様式をご確認ください↓ 

□中小企業（常時雇用する従業員数が 300名以下）ですか？ 

□対象となる従業員は女性従業員ですか？ 

□育児休業期間は、1年以上取得していますか？ 

 ※産後休業から引き続いて育児休業を取得している場合は産後休業期間も含む 

□育児・介護休業法を上回る規程を、令和４年４月１日以降に就業規則に整備し、 

   労働基準監督署に提出済みですか？（届出予定がありますか） 

   ※10 名未満の企業でも労基署の届出が必要 

□改定前の規定も、労働基準監督署に提出済みですか？ 

  

「中抜け」による看護・介護休暇の取得の可否 

法律上の取り扱い 

「中抜け」とは、従業員が、就業時間の途中で職場を離れて看護・介護休暇

を取得し、その後、就業時間の途中に再び職場に戻ることをいいます。 

結論として、会社は従業員に「中抜け」を認める必要はありません（Ｑ＆Ａ問

１-14）。 

法律上、看護・介護休暇は「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで

連続するものとする」と定められているためです（施行規則第 34 条第１項・

同第 40 条第１項）。 

つまり、法律が想定している時間単位の看護・介護休暇の取得方法は、  

• 始業時刻から看護・介護休暇を取得し、その後出勤する  

• 始業時刻から出勤し、その後看護・介護休暇を取得して退勤する   
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の２通りしかありません。 

  

法律を上回る取り扱い                    

一方、会社が独自の制度として「中抜け」を認めることは、問題ありません。 

看護・介護休暇を取得する従業員には、様々な事情があるため、個別の事

情に応じて柔軟に制度を利用できるようにする方が、従業員にとって望まし

いといえます。 

反対に、もともと「中抜け」による看護・介護休暇の取得を認めていた会社

が、その後「中抜け」を認めないとする取り扱いに変更することは、いわゆる

「労働条件の不利益変更」に該当するため、従業員の合意を得るなど適切

な変更手続きを経る必要があることに留意してください。  
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